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第１章 応急期機能配置計画の概要 

 

１．応急期機能配置計画の必要性 

大規模災害発生後、住民の命を守り、助かった命をつなぐためには、各市町村において自衛隊など応

急救助機関の活動拠点や避難所、医療救護所、物資集積所等の様々な機能を早期に確立する必要があり、

このような機能を早期に確立するためには、各機能をどの施設や用地に配置するか事前に定めておくこ

とが重要である。 

そのため、本町では東洋町応急期機能配置計画（以下、「本計画」という。）を作成し、各機能を配置

する施設・用地を事前に定めることとした。 

 

２．作成にあたっての前提条件 

本計画を策定するにあたり、前提とした条件は以下のとおり。 

表 前提条件 

前提条件 

 対象とする大規模災害は、本町への被害が最も大きい南海トラフ地震とする 

 高知県が作成した「南海トラフ地震応急期機能配置計画策定手順書」（以下、「県手順書」という。）

に基づき、本計画を作成する 

 

３．計画対象となる機能 

本計画において、事前に配置する施設・用地を定めておく機能は、県手順書で定められた以下の機能

とした。 

表 計画対象となる機能 

機能 機能の内容 

応急救助機関の活動拠点  緊急消防援助隊、都道府県警広域緊急援助隊、自衛隊災害派遣部隊の各

応援部隊が、広域の救助・救急・消火活動を行うため、車両や資機材等を

留め置くとともに、活動要員が滞在するための拠点 
避難所  被災により、自らの居住の場所を確保することが困難な住民を一時的に

滞在させるための施設 
医療救護所  耐震性が確保されている建物（病院及び診療所を含む）や学校校舎の一

部または運動場等に設置する仮設建物等に設置される、初期救急医療に相

当する応急処置等を行う機能 
物資集積所  救援物資の受け入れ・配分・仕分けを行い、各避難所等に向けて発送す

る作業を行うための施設 
遺体検案・安置所 検案所：警察、医師、歯科医師により検視、検案、身元確認のための試

料採取を行う場所 
安置所：検案の終了した遺体を安置する場所 

仮埋葬地  衛生上、火葬体制が整うまでの間、遺体を仮に土葬する場所 
応急仮設住宅建設用地  応急仮設住宅を建設するための用地 
災害廃棄物仮置場  発生したがれきや廃棄物を一時的に集積しておく場所 
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４．計画作成の流れ 

本計画を作成する主な流れは以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．データの収集・整理 

町内の公共施設・用地、民間施設・用地情報の収集・整理 

２．機能別施設・用地の必要面積の算出 

南海トラフ地震の被害想定等を用いて、各機能を配置するために必要な面積を算出 

３．各機能の利用調整、競合整理 

各機能に対して施設・用地を配置するとともに、必要面積に対する配置した施設・用地の面積

の過不足を検証 

 ※詳細な内容は、「第４章 １．利用調整手順」参照 
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第２章 データの収集・整理 

 

１．データの収集・整理 

応急期機能配置計画を策定するにあたり必要な資料の収集・整理を行った。収集・整理した資料は以

下のとおり。 

表 収集・整理資料一覧 

資料 No. 資料名 

1 【高知県版】南海トラフ巨大地震による被害想定の概要及び資料（平成 25 年９月） 

2 27 高地震第 435 号応急期機能配置計画作成の前提となる被害想定について（通知）（平成 28年３月 31 日）

3 高知県災害廃棄物処理計画（Ver.1）（平成 26 年９月） 

4 高知県応急仮設住宅供給計画（平成 25 年６月） 

5 平成 21 年度 地防第１号 災害時活動拠点基本計画策定委託業務 成果報告書 

6 平成 22 年度 地防第４号 広域防災拠点基本計画策定委託業務 

7 津波浸水予測（平成 24 年 12 月 高知県版第２弾） 

8 土砂災害等危険箇所（平成 26 年５月） 

9 高知県広域火葬計画（平成 26 年６月） 

10 高知県災害時医療救護計画（平成 27 年３月） 

11 高知県道路啓開計画（平成 28 年２月） 

12 応急救助機関受援計画（平成 28 年３月 22 日）別紙 28 応急救助機関の救助活動拠点一覧（案）（高知県） 

13 平成 26 年度 高地震第８号 避難所確保対策事業委託業務 成果報告書 

14 東洋町地域防災計画 
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２．東洋町内の公共用地・施設情報 

（１）東洋町の公共用地・施設情報 

収集・整理した資料から、東洋町内の公共用地・施設を一覧表に整理した。各施設の出典資料は以下

のとおりであり、一覧表は次頁以降のとおり。 

表 東洋町内の公共用地・施設 

 用地・施設名 出典資料 No.

1 甲浦小学校 校舎 5,14 

2 甲浦中学校 校舎 5,14 

3 甲浦保育園 14 

4 野根小学校 校舎 5,14 

5 野根中学校 校舎 5,14 

6 銀杏保育園 14 

7 甲浦小学校 体育館 5,14 

8 甲浦中学校 体育館 5,14 

9 野根小学校 体育館 5,14 

10 野根中学校 体育館 5,14 

11 名留川小学校 休校 体育館 5 

12 東洋町 B＆G海洋センター体育館 5 

13 東洋町地域防災センター ※ 

14 甲浦東部長生会憩の家 14 

15 甲浦中町地区集会所 14 

16 甲浦西地区集会所 14 

17 甲浦地区公民館 14 

18 白浜老人里の家 14 

19 甲浦地区老人里の家 14 

20 小池地区老人憩の家 14 

21 ふれあい館なごみ 14 

22 河内地区老人憩の家 14 

23 生見地区集会所 14 

24 東洋町町民会館 14 

25 東洋町地域福祉センター 14 

26 野根地区公民館 5,14 

27 野根地区防災活動拠点施設 5,14 

28 野根地区老人憩の家 14 

29 池第２地区集会所 14 

30 東町地区集会所 14 

31 文化会館 14 

32 浦地区集会所 14 

33 中村地区集会所 14 

34 中島地区集会所 14 
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 用地・施設名 出典資料 No.

35 つづら地区集会所 14 

36 押野地区集会所 14 

37 内田地区集会所 14 

38 名留川地区集会所 14 

39 別役地区集会所 14 

40 大斗地区集会所 14 

41 川口地区集会所 14 

42 真砂瀬地区集会所 14 

43 甲浦東地区防災備蓄倉庫 ※ 

44 東洋町防災備蓄倉庫 ※ 

45 野根地区防災備蓄倉庫 ※ 

46 甲浦小学校 校庭 5,14 

47 甲浦中学校 校庭 5,14 

48 野根小学校 校庭 5,14 

49 野根中学校 校庭 5,14 

50 甲の浦トンネル上造成地 5 

51 名留川小学校 休校 校庭 5 

52 東洋町 B＆G海洋センター体育館 5 

53 魚網干場 5 

54 東洋町運動公園総合運動場 ソフトボール場・野球場 5 

55 野根川河川敷 5 

56 押野地区農村公園 ※ 

57 甲浦港 5 

58 東洋町白浜海岸 5 

59 東洋町生見サーフビーチ 5 

60 東洋町野根海浜 5 

 出典資料 No.は前ページ表の資料 No. 

 ※：庁内ヒアリングより抽出 

各施設については、県手順書表 11 施設類型に基づき、施設類型を設定した。 

なお、県手順書表 11 施設類型で設定された既存の施設類型には合致するものがない施設については、

近似と思われる施設類型を設定した。 

一覧表は次頁以降のとおり。 

表 県手順書表 11 施設類型 

分類 施設 

屋内 
学校の校舎・体育館、休校・廃校の校舎・体育館、公共の体育館、公民館・集会所、 
、物流会社倉庫（民間）、斎場・葬祭施設 

屋外 
学校の校庭、大規模駐車場（公共の体育館等）、運動公園（大規模含む）、 
農地・空地（民間）、港、墓地 
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表 県手順書表 12 各機能の使用可能施設 

機能 機能配置要件 使用可能な施設 

応急救助機関
の活動拠点 

・応急救助部隊のベースキャンプの設営や車両を駐車する
ための広い屋外スペースがあること。 

○校庭 
○校庭（休・廃校） 
○大規模駐車場 
○運動公園 
○大規模公園 

避難所 
・避難者が一定期間生活をするための屋内スペースがある

こと。 

○校舎（学校） 
○校舎（休・廃校） 
○体育館（学校） 
○体育館（休・廃校） 
○体育館（市町村立等） 
○公民館・集会所 

医療救護所 

①他の医療機関 
②屋内スペースが確保できる施設 
③避難者が集まる避難所等にスペースを確保 
などで対応。 

○他の医療機関 
○校舎（学校） 
○校舎（休・廃校） 
○体育館（学校） 
○体育館（休・廃校） 
○体育館（市町村立等） 
○公民館・集会所 

物資集積所 
・物資の備蓄や荷捌きのための広い屋内スペースがあるこ

と。 

○校舎（休・廃校） 
○体育館（学校） 
○体育館（休・廃校） 
○体育館（市町村立等） 
○物流会社倉庫（民間） 

遺体検案 
・安置所 

・遺体検案・安置のための屋内スペースがあること。 
・後々の利用に影響が出ない施設であること。 

○校舎（休・廃校） 
○体育館（休・廃校） 
○体育館（市町村立等） 
○斎場・葬祭施設 

仮埋葬地 
・仮埋葬ができる屋外スペースがあること。 
・一定の深さを掘ることができる。 
・後々の利用に影響が出ない施設であること。 

○校舎（休・廃校） 
○運動公園 
○大規模公園 
○墓地 

応急仮設住宅
建設用地 

・屋外の広いスペースが確保できること。 
・長期間の使用に影響が出ないこと。 

○校庭 
○校庭（休・廃校） 
○大規模駐車場 
○運動公園 
○大規模公園 

災害廃棄物 
仮置場 

・災害廃棄物を仮置きする広い屋外スペースがあること。

○校庭（休・廃校） 
○大規模駐車場 
○運動公園 
○大規模公園 
○農地・空地（民間） 
○港 

表 既存の施設類型に合致しない施設への施設類型の設定 

施設名 設定した施設類型 

東洋町地域防災センター 体育館（市町村立等） 

東洋町防災備蓄倉庫 物流会社倉庫（民間） 

甲の浦トンネル上造成地 校庭（休・廃校） 

魚網干場 大規模駐車場 

野根川河川敷 運動公園 

甲浦港 港 

東洋町白浜海岸（ホワイトビーチホテル） 港 

東洋町生見サーフビーチ 港 

東洋町野根海浜 港 
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表 東洋町内の公共施設・用地情報一覧 
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図 東洋町内の公共施設・用地位置 
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（２）東洋町の民有地の把握 

国土交通省の土地利用調整総合支援システム（通称 LUCKY）で「農用地区域」に分類される東洋町内

のエリア面積の抽出を行った。各施設・用地の出典は以下のとおりであり、一覧表は次頁以降のとおり。 

表 東洋町内の民間施設・用地 

 施設・用地名 出典 

1 農用地区域１ 土地利用調整総合支援システム（国土交通省） 

2 農用地区域２ 〃 

3 農用地区域３ 〃 

4 農用地区域４ 〃 

5 農用地区域５ 〃 

6 農用地区域６ 〃 

7 農用地区域７ 〃 

8 農用地区域８ 〃 

9 農用地区域９ 〃 

10 農用地区域 10 〃 

11 農用地区域 11 〃 

12 農用地区域 12 〃 

13 農用地区域 13 〃 

14 農用地区域 14 〃 

15 農用地区域 15 〃 

16 農用地区域 16 〃 

17 農用地区域 17 〃 

18 農用地区域 18 〃 

19 農用地区域 19 〃 

20 農用地区域 20 〃 

21 農用地区域 21 〃 

22 農用地区域 22 〃 
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表 東洋町内の民間施設・用地情報一覧 
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表 東洋町内の農用地区域位置 

農用地区域１ 農用地区域２

農用地区域３ 

農用地区域４

農用地区域５

農用地区域６ 

農用地区域７ 

農用地区域８ 

農用地区域９

農用地区域 10

農用地区域 11 
農用地区域 12

農用地区域 13 

農用地区域 14

農用地区域 15 

農用地区域 16

農用地区域 17

農用地区域 18

農用地区域 19 

農用地区域 20

農用地区域 21 

農用地区域 22

国
道
５
５
号
線 

国道４９３号 

一
般
県
道
船
津
野
根
線
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第３章 機能別施設・用地の必要面積の算出 

 

１．必要面積算定結果 

機能別施設・用地の必要面積算出結果は以下のとおり。 

次頁以降に算出根拠を示す。 

表 機能別施設・用地の必要面積算出結果（東洋町） 

機能 
必要面積（㎡）  

備考 
L1 L2 

応急救助機関の活動拠点  1,500 1,500   

避難所 １日後 3,600 4,440   

  １週間後 2,340 3,930   

  １ヶ月後 720 1,740   

医療救護所   210 540   

物資集積所  100 121 屋内 

遺体検案・安置所   1,196 1,781  

仮埋葬地   1,646 2,794   

災害廃棄物仮置場 22,409 53,575   

応急仮設住宅建設用地 24,500 67,400   
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２．必要面積算定根拠 

（１）被害想定の整理 

高知県からの貸与資料に基づき、南海トラフ地震が発生した場合の東洋町の被害想定について整理し

た。 

表 南海トラフ地震の被災ケース 

 Ｌ１ Ｌ２ 

地震動 Ｌ１ 東側 

津波 Ｌ１ ケース④ 

季節・時間 
冬 18 時（避難所避難者数）

冬深夜（上記以外） 

冬 18 時（避難所避難者数） 

冬深夜（上記以外） 

表 被害想定（東洋町） 

項 目 Ｌ１ Ｌ２ 出 典 

人口（人） 2,947 国勢調査（平成 22 年） 

死者数（人） 350 530 ※１ 

避難所避難者数（人） １日後 1,200 1,480 ※１ 

  １週間後 780 1,310 ※１ 

  １ヶ月後 240 580 ※１ 

想定負傷者数  140 360 ※１ 

災害廃棄物仮置場（㎡） 22,409 53,575 ※２ 

応急仮設住宅数（戸） 245 674 ※３ 

※１：27 高地震第 435 号応急期機能配置計画作成の前提となる被害想定について（通知）（平成 28 年３月 31 日） 

※２：高知県災害廃棄物処理計画 ver.1（平成 26 年９月） 

※３：高知県応急仮設住宅供給計画（平成 25 年６月） 
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（２）各機能の必要面積の算定 

１）必要面積の計算式 

県手順書に記載された必要面積の算定方法は下表のとおり。 

表 必要面積の算定方法 

機能 必要面積の算定方法 

応急救助機関活動拠点 1,500 ㎡以上 

避難所 避難所避難者数（１日後、１週間後、１ヶ月後）×３㎡ 

医療救護所 想定負傷者数×中等症・重症患者の割合（0.3）×５㎡ 

物資集積所 物資必要数量÷２÷１ｍの積み上げ段数×底面面積（㎡）×２ 

遺体検案・安置所 想定死者数×0.65×３㎡（遺体安置スペース） ＋ 検視・検案スペース※1 

仮埋葬地 ｛想定死者数×0.85－（30－４）×町の最大日当たり火葬数｝×7.5 ㎡※2 

災害廃棄物仮置場 
高知県災害廃棄物処理計画 ver.１ 
※県手順書参考資料集Ｐ.23、Ｐ.24 参照 

応急仮設住宅建設用地 
高知県応急仮設住宅供給計画 
※県手順書参考資料集Ｐ.20、Ｐ.21 参照 

出典：県手順書 P.10 

   ※１は県手順書参考資料集 P.12 

※１は県手順書参考資料集 P.17 

２）必要面積の算定 

① 応急救助機関活動拠点 

県手順書より、必要面積は以下のとおり。 

表 応急救助機関活動拠点必要面積 

Ｌ１ Ｌ２ 

1,500 ㎡ 1,500 ㎡ 

② 避難所 

27 高地震第 435 号応急期機能配置計画作成の前提となる被害想定について（通知）（平成 28 年

３月 31 日）（以下、「前提となる被害想定」という。）より、必要面積を算定した結果は以下のと

おり。 

表 避難所必要面積 

 Ｌ１ Ｌ２ 

１日後 1,200 人×3㎡ ＝ 3,600 ㎡ 1,480 人×3㎡ ＝ 4,440 ㎡ 

１週間後 780 人×3㎡ ＝ 2,340 ㎡ 1,310 人×3㎡ ＝ 3,930 ㎡ 

１ヶ月後 240 人×3㎡ ＝ 720 ㎡ 580 人×3㎡ ＝ 1,740 ㎡ 
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③ 医療救護所 

前提となる被害想定より、必要面積を算定した結果は以下のとおり。 

表 医療救護所必要面積 

Ｌ１ Ｌ２ 

140 人×0.3×5 ㎡ ＝ 210 ㎡ 360 人×0.3×5 ㎡ ＝ 540 ㎡ 

④ 物資集積所 

ア 必要物資量の算定式 

県手順書参考資料集より、物資の必要数量の算定式及び１ケース当たりのサイズは以下のと

おり。 

表 品目別必要数量計算式及び１ケース当たりサイズ 

品目 

必要数量 １ケース当たりサイズ 段数

(D) 
計算式(A) 単位

数量

(B) 

底辺 高さ

ｃｍ ㎡(C) ｃｍ 1ｍ積

食糧 1 日後避難所避難者数×3食×7日 食 60 食 49.2×32.2 0.16 20.1 5 

水 1 日後避難所避難者数×3㍑×7日 ㍑ 12 ㍑ 19×32.5 0.06 32.5 3 

粉ミルク 0 歳児人口×140ｇ×7日 ｋｇ 9.5kg 27.2×54.0 0.15 19.3 5 

毛布 １日後避難所避難者数×2枚 枚 10 枚 54.0×74.0 0.40 30 3 

おむつ 高齢者人口※1＋小児人口※2×8枚×7日 枚 60 枚 40.0×70.0 0.28 50 2 

簡易トイレ １日後避難所避難者数÷100 人 基 1 基 93.0×125.0 1.16 34 3 

※１：総人口×0.5％  ２：０～２歳の人口 

イ 必要数量の算定 

上記算定式に基づき、物資の必要数量を算定した結果は以下のとおり。 

表 必要物資量 

品目 Ｌ１ Ｌ２ 

食糧 1,200 人×3食×7日 ＝ 25,200 食 1,480 人×3食×7日 ＝ 31,080 食 

水 1,200 人×3㍑×7日 ＝ 25,200 ㍑ 1,480 人×3㍑×7日 ＝ 31,080 ㍑ 

粉ミルク 14 人×140ｇ×7日/1000 ＝ 14kg 14 人×140ｇ×7日／1000 ＝ 14kg 

毛布 1,200 人×2枚 ＝ 2,400 枚 1,480 人×2枚 ＝ 2,960 枚 

おむつ (14.7＋42)人×8枚×7日 ＝ 3,175 枚 (14.7＋42)人×8枚×7日 ＝ 3,175 枚 

簡易トイレ 1,200 人÷100 人 ＝ 12 基 1,480 人÷100 人 ＝ 15 基 
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ウ 物資必要数量の算出 

物資はケース単位で保管するため、イで算出した必要数量が何ケース分に該当するか算出し

た。算出した結果は以下のとおり。 

表 物資必要数量 
品目 １ケース 

当たりの数量 
Ｌ１ Ｌ２ 

食糧 60 食 25,200 食÷60 食 ＝ 420 ケース 31,080 食÷60 食 ＝ 518 ケース 

水 12 ㍑ 25,200 ㍑÷12 ㍑ ＝ 2,100 ケース 31,080 ㍑÷12 ㍑ ＝ 2,590 ケース 

粉ミルク 9.5kg 14kg÷9.5kg ＝ 1.5 ケース 14kg÷9.5kg ＝ 1.5 ケース 

毛布 10 枚 2,400 枚÷10 枚 ＝ 240 ケース 2,960 枚÷10 枚 ＝ 296 ケース 

おむつ 60 枚 3,175 枚÷60 枚 ＝ 53 ケース 3,175 枚÷60 枚 ＝ 53 ケース 

簡易トイレ 1 基 12 基÷1基 ＝ 12 ケース 15 基÷1基 ＝ 15 ケース 

 

エ 必要面積 

各品目の１ｍ積み段数と１ケース当たりサイズに基づき、必要面積を算定した結果は以下の

とおり。 

 物資必要数量(A)÷２（一時保管分）÷段数(D)×底辺面積(C)×２（通路スペース） 

表 物資集積所必要面積 

品目 Ｌ１ Ｌ２ 

食糧 420÷2÷5段×0.16 ㎡×2 ＝ 13.4 ㎡ 518÷2÷5段×0.16 ㎡×2 ＝ 16.6 ㎡ 

水 2,100÷2÷3段×0.06 ㎡×2 ＝ 42.0 ㎡ 2,590÷2÷3段×0.06 ㎡×2 ＝ 51.8 ㎡ 

粉ミルク 1.5÷2÷5段×0.15 ㎡×2 ＝ 0.05 ㎡ 1.5÷2÷5段×0.15 ㎡×2 ＝ 0.05 ㎡ 

毛布 240÷2÷3段×0.4 ㎡×2 ＝ 32.0 ㎡ 296÷2÷3段×0.4 ㎡×2 ＝ 39.5 ㎡ 

おむつ 53÷2÷2段×0.28 ㎡×2 ＝ 7.4 ㎡ 53÷2÷2段×0.28 ㎡×2 ＝ 7.4 ㎡ 

簡易トイレ 12÷2÷3段×1.16 ㎡×2 ＝ 4.6 ㎡ 15÷2÷3段×1.16 ㎡×2 ＝ 5.8 ㎡ 

必要面積 99.5 ㎡ 121.2 ㎡ 
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⑤ 遺体検案・安置所 

ア 必要数量および算出式 

県手順書参考資料集より、遺体検案・安置所の必要設備の必要数量及び必要面積の算出式は

以下のとおり。 

表 検視・検案スペースの必要数量及び算出式 

必要設備 必要数量 算出式 

遺体洗浄場所 ４㎡（２体ずつ） － 

検視前遺体安置所※1 １遺体あたり１㎡ 想定死者数×0.65※2×1 ㎡ 

検視スペース １班９㎡×２班体制 ＝ 18 ㎡ － 

歯科所見待ち遺体安置所※1 １遺体あたり１㎡ 想定死者数×0.65※2×1 ㎡ 

歯科所見スペース １班 12 ㎡ － 

遺体安置スペース １遺体あたり３㎡ 想定死者数×0.65×3 ㎡ 

棺組み立て場所 ９㎡ － 

物品保管場所 15 ㎡ － 

出典：県手順書参考資料集Ｐ.12 

※１：算出式は、遺体安置スペースの算出式を参考に設定 
※２：遺体数は遺体安置スペースの算出式と同様に、第３フェーズ終了時の収容率（0.65）を想定死者数に乗じた

値とした 

イ 必要面積 

上記の算出式に基づき、必要面積を算出した結果は以下のとおり。 

表 遺体検案・安置所必要面積 

必要設備 Ｌ１ Ｌ２ 

遺体洗浄場所 4 ㎡ 4 ㎡ 

検視前遺体安置所 350 人×0.65×1 ㎡ ＝ 227.5 ㎡ 530 人×0.65×1 ㎡ ＝ 344.5 ㎡ 

検視スペース 18 ㎡ 18 ㎡ 

歯科所見待ち遺体安置所 350 人×0.65×1 ㎡ ＝ 227.5 ㎡ 530 人×0.65×1 ㎡ ＝ 344.5 ㎡ 

歯科所見スペース 12 ㎡ 12 ㎡ 

遺体安置スペース 350 人×0.65×3 ㎡ ＝ 682.5 ㎡ 530人×0.65×3㎡ ＝ 1,033.5㎡

棺組み立て場所 9 ㎡ 9 ㎡ 

物品保管場所 15 ㎡ 15 ㎡ 

必要面積 1,195.5 ㎡ 1,780.5 ㎡ 
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⑥ 仮埋葬地 

ア 最大日当たり火葬数 

東洋町には火葬場があり、最大火葬数は以下のとおり。 

表 最大火葬数 

最大火葬数 

3 

出典：高知県広域火葬計画（平成 26 年６月） 

イ 必要面積 

前提となる被害想定より、必要面積を算定した結果は以下のとおり。 

表 仮埋葬地必要面積 

Ｌ１ Ｌ２ 

{350 人×0.85－（30－4）×3}×7.5 ㎡  

＝ 1,646.3 ㎡ 

{530 人×0.85－（30－4）×3}×7.5 ㎡  

＝ 2,793.8 ㎡ 

⑦ 災害廃棄物仮置場 

県手順書参考資料集より、必要面積は以下のとおり。 

表 災害廃棄物仮置場必要面積 

Ｌ１ Ｌ２ 

22,409 ㎡ 53,575 ㎡ 

⑧ 応急仮設住宅建設予定地 

県手順書参考資料集より、応急仮設住宅建設予定地の必要面積は以下のとおり。 

【応急仮設住宅建設予定地の計算式】 

＝（仮設住宅の必要戸数－借り上げ住宅として活用可能戸数）×100 ㎡ 

出典：県手順書参考資料集Ｐ.20、21 

表 応急仮設住宅建設戸数 

Ｌ１ Ｌ２ 

仮設住宅の 

必要戸数 

① 

借り上げ住宅とし

て活用可能戸数 

② 

応急仮設住宅 

建設戸数 

①－② 

仮設住宅の 

必要戸数 

① 

借り上げ住宅とし

て活用可能戸数 

② 

応急仮設住宅 

建設戸数 

①－② 

250 5 245 679 5 674 

出典：県手順書参考資料集Ｐ.20、21 

表 応急仮設住宅建設予定地必要面積 

Ｌ１ Ｌ２ 

245 棟×100 ㎡ ＝ 24,500 ㎡ 674 棟×100 ㎡ ＝ 67,400 ㎡ 
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第４章 各機能の利用調整、競合整理 

収集した施設・用地データに、各機能の基準及び算出した必要数量を当てはめ、各施設、用地におい

て利用競合が発生するものについて、県手順書をもとに、利用調整を実施した。 

 

１．利用調整手順 

各施設、用地の利用競合に関する利用調整については、以下の手順に基づき実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜民間施設・用地＞ 

＜公共施設・用地＞ 

【手順３】施設・用地への機能配置 

県手順書表 13 施設選定の際の各機能の評価及び表 14 施設選定の適性度を考慮し、機能を配置

する。 

【手順２】事前に機能指定された施設・用地の配置 

事前に指定された機能のある施設については、指定された機能をそのまま配置する。 

例）応急救助機関の活動拠点、避難所、医療救護所 等 

【手順５】機能同士の隣接適否による調整 

県手順書表 18 機能同士の隣接適否を確認し、機能配置の調整を行う。 

【手順１】各施設への機能配置の可能性整理 

施設類型及び県手順書表 14 施設選定の適性度に基づき、各施設に配置可能な機能を整理する。

【手順７】民間施設・用地利用の検討 

公共施設・用地が不足する場合は、民間施設・用地の検討を行う。 

【手順６】時系列での調整 

施設・用地が不足する場合は、時系列での必要機能を確認し、調整を行う。 

施設が不足 

【手順４】津波による調整 

津波による影響を確認し、機能配置の調整を行う。 
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２．公共施設・用地の利用調整・利用競合 

（１）【手順１】各施設の機能配置の可能性整理 

第１章で抽出した公共施設・用地について、設定した施設類型と県手順書表 14 施設選定の適性度に

基づき、設定可能な機能を整理した。 

表 県手順書表 14 施設選定の適性度【全体とりまとめ】 

公共施設・用地 

機  能 

応急救助
機関の 

活動拠点 

避難所 
・医療 
救護所 

物資 
集積所 

遺体検案
・安置所

仮埋葬地 
応急仮設
住宅建設

用地 

災害 
廃棄物 
仮置場 

屋
内 

校舎（学校）   Ａ           

校舎（休・廃校）   Ｂ Ｃ Ａ       

体育館（学校）   Ａ Ｂ         

体育館（休・廃校）   Ｂ Ｃ Ａ       

体育館（市町村立等）   Ｂ Ｃ Ａ       

公民館・集会所   Ａ           

物資会社倉庫（民間）     Ａ         

斎場・葬祭施設       Ａ       

屋
外 

校庭 Ａ         Ｂ   

校庭（休・廃校） Ｃ       Ａ Ｄ Ｂ 

大規模駐車場 Ｂ         Ｃ Ａ 

運動公園 Ｃ       Ａ Ｄ Ｂ 

大規模公園 Ｃ       Ａ Ｄ Ｂ 

農地・空地（民間）             Ａ 

港             Ａ 

墓地         Ａ     

 

 

 



第４章 各機能の利用調整、競合整理 

22 

表 各施設への配置可能な機能一覧 
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（２）【手順２】事前に機能指定された施設・用地の配置 

本町内の公共施設・用地で、機能が事前に指定されている施設・用地は次頁のとおりであり、これら

施設・用地が指定された機能（応急救助機関の活動拠点、避難所、医療救護機所）別面積は、第２章で

算出した各機能の必要面積を上回った。 

なお、１施設に対して複数の機能を事前指定した施設の面積については、指定した機能数で按分した

面積とした。 
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表 事前指定された施設・用地への機能配置 

No. 施設名称 施設類型 
施設面積 

（㎡） 
指定状況 

浸水の有無 機能 

Ｌ１ Ｌ２
応急救助機関

の活動拠点 
避難所 医療救護所 物資集積所 

遺体検案 

・安置所 
仮埋葬地 

応急仮設住宅

建設用地 

災害廃棄物 

仮置場 
     

1 甲浦小学校 校舎 校舎（学校） 1,170.8 
避難所

医療救護所 無 有 553.9 553.9   

2 甲浦中学校 校舎 校舎（学校） 455 避難所 有 有 455 455   

3 甲浦保育園 校舎（学校） 300 避難所 有 有 300 300   

4 野根小学校 校舎 校舎（学校） 1,108.8 避難所 無 有 1,108.8 1,108.8   

5 野根中学校 校舎 校舎（学校） 1,073.2 避難所 無 有 1,073.2 1,073.2   

6 銀杏保育園 校舎（学校） 300 避難所 無 有 300 300   

7 甲浦小学校 体育館 体育館（学校） 595 避難所 無 有 595 595 595  

8 甲浦中学校 体育館 体育館（学校） 295 避難所 有 有 295 295 295  

9 野根小学校 体育館 体育館（学校） 639 避難所 無 有 639 639 639  

10 野根中学校 体育館 体育館（学校） 661 避難所 無 有 661 661 661  

11 名留川小学校 休校 体育館 体育館（休・廃校） 217 － 無 無 217 217 217 217 

12 東洋町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 体育館（市町村立等） 705 － 無 有 705 705 705 705 

13 東洋町地域防災センター 体育館（市町村立等） 103 避難所 無 有※ 103 103 103 103 

14 甲浦東部長生会憩の家 公民館・集会所 120 避難所 有 有 120 120   

15 甲浦中町地区集会所 公民館・集会所 120 避難所 有 有 120 120   

16 甲浦西地区集会所 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

17 甲浦地区公民館 公民館・集会所 900 避難所 有 有 900 900   

18 白浜老人里の家 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

19 甲浦地区老人里の家 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

20 小池地区老人憩の家 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

21 ふれあい館なごみ 公民館・集会所 600 避難所 有 有 600 600   

22 河内地区老人憩の家 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

23 生見地区集会所 公民館・集会所 90 避難所 無 有 90 90   

24 東洋町町民会館 公民館・集会所 600 避難所 無 有 600 600   

25 東洋町地域福祉センター 公民館・集会所 300 
避難所

福祉避難所 無 有 300 300   

26 野根地区公民館 公民館・集会所 600 
避難所

医療救護所 無 有 300 300   

27 野根地区防災活動拠点施設 公民館・集会所 300 
避難所

医療救護所 無 有※ 150 150   

28 野根地区老人憩の家 公民館・集会所 90 避難所 無 無 90 90   

29 池第２地区集会所 公民館・集会所 90 避難所 無 有 90 90   

30 東町地区集会所 公民館・集会所 90 避難所 無 有 90 90   

31 文化会館 公民館・集会所 180 避難所 無 有 180 180   

32 浦地区集会所 公民館・集会所 60 避難所 無 有 60 60   

33 中村地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 有 45 45   

34 中島地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 有 45 45   

35 つづら地区集会所 公民館・集会所 30 避難所 無 無 30 30   

36 押野地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 無 45 45   

37 内田地区集会所 公民館・集会所 30 避難所 無 無 30 30   

38 名留川地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 無 45 45   

39 別役地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 無 45 45   
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No. 施設名称 施設類型 
施設面積 

（㎡） 
指定状況 

浸水の有無 機能 

Ｌ１ Ｌ２
応急救助機関

の活動拠点 
避難所 医療救護所 物資集積所 

遺体検案 

・安置所 
仮埋葬地 

応急仮設住宅

建設用地 

災害廃棄物 

仮置場 

40 大斗地区集会所 公民館・集会所 30 避難所 無 無 30 30   

41 川口地区集会所 公民館・集会所 75 避難所 無 無 75 75   

42 真砂瀬地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 無 45 45   

43 甲浦東地区防災備蓄倉庫 物流会社倉庫（民間） 18.9 － 無 無 18.9  

44 東洋町防災備蓄倉庫 物流会社倉庫（民間） 623.7 － 無 無 623.7  

45 野根地区防災備蓄倉庫 物流会社倉庫（民間） 215 － 無 無 215  

46 甲浦小学校 校庭 校庭 3,897 － 有 有 3,897   3,897

47 甲浦中学校 校庭 校庭 4,730 
応急救助機関の

活動拠点 有 有 4,730   4,730

48 野根小学校 校庭 校庭 6,549 － 無 有 6,549   6,549

49 野根中学校 校庭 校庭 11,607 
応急救助機関の

活動拠点 無 有 11,607   11,607

50 甲の浦トンネル上造成地 校庭（休・廃校） 30,000 － 無 無 30,000   30,000 30,000 30,000

51 名留川小学校 休校 校庭 校庭（休・廃校） 1,742 － 無 無 1,742   1,742 1,742 1,742

52 東洋町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 大規模駐車場 500 － 無 有 500   500 500

53 魚網干場 大規模駐車場 8,400 － 有 有 8,400   8,400 8,400

54 東洋町運動公園総合運動場ソフトボール場・野球場 運動公園 9,430 － 無 有 9,430   9,430 9,430 9,430

55 野根川河川敷 運動公園 3,800 － 無 無 3,800   3,800 3,800 3,800

56 押野地区農村公園 大規模公園 17,000 － 無 無 17,000   17,000 17,000 17,000

57 甲浦港 港 1,816 － 有 有   1,816

58 東洋町白浜海岸（ホワイトビーチホテル） 港 85,000 － 有 有   85,000

59 東洋町生見サーフビーチ 港 15,000 － 有 有   15,000

60 東洋町野根海浜 港 80,000 － 有 有   80,000

機能配置した施設・用地の面積合計 16,337 10,658.9 1,003.9 0 0 0 0 0

各機能の必要面積 Ｌ１ 1,500 3,600 210 100 1,196 1,646 24,500 22,409

 Ｌ２ 1,500 4,440 540 121 1,781 2,794 67,400 53,575

過不足面積 Ｌ１ 14,837 7,058.9 793.9 (100) (1,196) (1,646) (24,500) (22,409)

 Ｌ２ 14,837 6,218.9 463.9 (121) (1,781) (2,794) (67,400) (53,575)

機能名がゴシックとなっている機能は、本町内での確保が必要な機能 

津波浸水の有無が「有※」となっている施設については、１階部分をピロティ形式としているため、津波浸水想定区域内だが津波による影響は受けない 

  ：事前指定により施設に配置された機能  
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（３）【手順３】施設・用地への機能配置 

１）隣接条件の設定 

「（２）【手順２】事前に機能指定された施設・用地の配置」で機能が配置されなかった公共施設・

用地について、県手順書表 13 施設選定の際の各機能の評価及び県手順書表 14 施設選定の適性

度【全体とりまとめ】に基づき、機能の配置検討を行った。 

表 県手順書表 13 施設選定の際の各機能の評価 

機能 

評価項目 

① 

町内で確保す

る必要性 

② 

人命に関する

機能 

③ 

公共施設 

公共用地 

④必要時期 

初動 応急 復旧

応急救助機関の活動拠点 △ ○ △ ● ●  

避難所 △ ○ △ ● ● ● 

医療救護所※医療の提供ができること ○ ○ △ ● ●  

物資集積所 △ ○ △ ● ●  

遺体検案・安置所 ○ － ○ ● ●  

仮埋葬地 ○ － ○   ● ● 

応急仮設住宅建設用地 △ － △    ● 

災害廃棄物仮置場 ○ － △ ● ● ● 

【凡例】 

＜市町村内で確保する必要性＞ ○：代替不可、△：他市町村での代替が可能 

＜人命に関する機能＞ ○：対象、－：対象外 

＜公共施設・公共用地＞ ○：代替不可、△：民間施設・用地で代替が可能 

＜必要時期＞ ●：該当時期 

※初動（第 1、第 2フェーズ）、応急（第 3、第 4フェーズ）、復旧（それ以降）を示す 

 

ｈ：時間、ｄ：日、ｗ：週、ｍ：月 

① 町内で確保する必要性のある機能の配置 

以下の４機能は他市町村に移動・移管することが困難であり、各市町村の被災現場に近い位置

に配置すべきである。 

【町内で確保する必要がある機能】 

医療救護所、遺体検案・安置所、仮埋葬地、災害廃棄物仮置場 

② 人命に関する機能の配置 

人命に関する以下の４機能は、県の広域活動拠点の活用や被災の少ない市町村での受け入れ等

が考えられるため、次の優先順位とする。 

【人命に関する機能】 

応急救助機関の活動拠点、避難所、医療救護所、物資集積所 

第1フェーズ
6h 2d 3d 4d 5d 6d 7d 8d 9d 10d 11d 12d 13d 14d 3w 4w 5w 6w 7w 8w 9w 10w 11w 12w 4m 5m 6m

第3フェーズ第2フェーズ 第4フェーズ
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③ 公共施設・公共用地の利用が必要な機能の配置 

公共施設・公共用地の利用が必要な機能は以下の２機能であり、民間施設、用地で代替が難し

い機能が該当する。 

【公共施設・公共用地の利用が必要な機能】 

遺体検案・安置所、仮埋葬地 

④ 必要時期が早期になるものの配置 

発災後すぐ必要とされる機能については優先順位が高くなる。また、比較的、必要時期が遅く

なる機能については、利用が終了した施設・用地をその後利用するといった時間軸での調整が可

能。 

２）追加条件の設定 

① 校庭への機能配置の禁止 

町内の全ての小・中学校の校舎や体育館は事前に避難所に指定されているが、校庭は指定され

ていないため、機能配置が可能となっている。しかし、校庭は避難所の一部として使用されるこ

とが想定されるため、避難所に事前指定されている小・中学校等の全ての校庭への機能配置を不

可とした。 

ただし、機能が事前指定されている校庭については、そのまま機能を配置する。 

② 住宅地周辺への遺体検案・安置所機能及び仮埋葬地機能配置の禁止 

遺体検案・安置所及び仮埋葬地機能の配置については、配置する施設・用地周辺住民の感情を

考慮する必要がある。そのため、両機能を配置可能な施設・用地の周辺状況を考慮し、周辺に住

宅の多い施設・用地への遺体検案・安置所機能及び仮埋葬地機能の配置を不可とした。 

表 遺体検案・安置所及び仮埋葬地機能配置の可能性 

配置可能な機能 施設・用地名 
指定 

状況 

住宅 

の多少 

２つの機能 

配置の可能性

遺体検案・安置所 名留川小学校 休校 体育館 － 多 設置不可 

 東洋町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 － 少 設置可 

 東洋町地域防災センター 避難所 － 設置不可 

仮埋葬地 名留川小学校 休校 校庭 － 多 設置不可 

 東洋町運動公園総合運動場ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場・野球場 － 少 設置可 

 野根川河川敷 － 少 設置可 

 押野地区農村公園 － 少 設置可 

３）機能配置結果 

施設・用地への機能配置した結果を次頁に示す。 

結果として、遺体検案・安置所機能、応急仮設住宅建設用地への配置面積が不足した。 
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表 施設・用地への機能配置 

No. 施設名称 施設類型 
施設面積 

（㎡） 
指定状況 

浸水の有無 機能 

Ｌ１ Ｌ２
応急救助機関

の活動拠点 
避難所 医療救護所 物資集積所 

遺体検案 

・安置所 
仮埋葬地 

応急仮設住宅

建設用地 

災害廃棄物 

仮置場      

1 甲浦小学校 校舎 校舎（学校） 1,107.8 
避難所

医療救護所 無 有 553.9 553.9   

2 甲浦中学校 校舎 校舎（学校） 455 避難所 有 有 455 455   

3 甲浦保育園 校舎（学校） 300 避難所 有 有 300 300   

4 野根小学校 校舎 校舎（学校） 1,108.8 避難所 無 有 1,108.8 1,108.8   

5 野根中学校 校舎 校舎（学校） 1,073.2 避難所 無 有 1,073.2 1,073.2   

6 銀杏保育園 校舎（学校） 300 避難所 無 有 300 300   

7 甲浦小学校 体育館 体育館（学校） 595 避難所 無 有 595 595 595  

8 甲浦中学校 体育館 体育館（学校） 295 避難所 有 有 295 295 295  

9 野根小学校 体育館 体育館（学校） 639 避難所 無 有 639 639 639  

10 野根中学校 体育館 体育館（学校） 661 避難所 無 有 661 661 661  

11 名留川小学校 休校 体育館 体育館（休・廃校） 217 － 無 無 217 217 217 217 

12 東洋町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 体育館（市町村立等） 705 － 無 有 705 705 705 705 

13 東洋町地域防災センター 体育館（市町村立等） 200 避難所 無 有※ 103 103 103 103 

14 甲浦東部長生会憩の家 公民館・集会所 120 避難所 有 有 120 120   

15 甲浦中町地区集会所 公民館・集会所 120 避難所 有 有 120 120   

16 甲浦西地区集会所 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

17 甲浦地区公民館 公民館・集会所 900 避難所 有 有 900 900   

18 白浜老人里の家 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

19 甲浦地区老人里の家 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

20 小池地区老人憩の家 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

21 ふれあい館なごみ 公民館・集会所 600 避難所 有 有 600 600   

22 河内地区老人憩の家 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

23 生見地区集会所 公民館・集会所 90 避難所 無 有 90 90   

24 東洋町町民会館 公民館・集会所 600 避難所 無 有 600 600   

25 東洋町地域福祉センター 公民館・集会所 300 
避難所

福祉避難所 無 有 300 300   

26 野根地区公民館 公民館・集会所 600 
避難所

医療救護所 無 有 300 300   

27 野根地区防災活動拠点施設 公民館・集会所 300 
避難所

医療救護所 無 有※ 150 150   

28 野根地区老人憩の家 公民館・集会所 90 避難所 無 無 90 90   

29 池第２地区集会所 公民館・集会所 90 避難所 無 有 90 90   

30 東町地区集会所 公民館・集会所 90 避難所 無 有 90 90   

31 文化会館 公民館・集会所 180 避難所 無 有 180 180   

32 浦地区集会所 公民館・集会所 60 避難所 無 有 60 60   

33 中村地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 有 45 45   

34 中島地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 有 45 45   

35 つづら地区集会所 公民館・集会所 30 避難所 無 無 30 30   

36 押野地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 無 45 45   

37 内田地区集会所 公民館・集会所 30 避難所 無 無 30 30   

38 名留川地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 無 45 45   

39 別役地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 無 45 45   
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No. 施設名称 施設類型 
施設面積 

（㎡） 
指定状況 

浸水の有無 機能 

Ｌ１ Ｌ２
応急救助機関

の活動拠点 
避難所 医療救護所 物資集積所 

遺体検案 

・安置所 
仮埋葬地 

応急仮設住宅

建設用地 

災害廃棄物 

仮置場 

40 大斗地区集会所 公民館・集会所 30 避難所 無 無 30 30   

41 川口地区集会所 公民館・集会所 75 避難所 無 無 75 75   

42 真砂瀬地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 無 45 45   

43 甲浦東地区防災備蓄倉庫 物流会社倉庫（民間） 18.9 － 無 無 18.9  

44 東洋町防災備蓄倉庫 物流会社倉庫（民間） 623.7 － 無 無 623.7  

45 野根地区防災備蓄倉庫 物流会社倉庫（民間） 215 － 無 無 215  

46 甲浦小学校 校庭 校庭 3,897 － 有 有 3,897   3,897

47 甲浦中学校 校庭 校庭 4,730 
応急救助機関の

活動拠点 有 有 4,730   4,730

48 野根小学校 校庭 校庭 6,549 
応急救助機関の

活動拠点 無 有 6,549   6,549

49 野根中学校 校庭 校庭 11,607 － 無 有 11,607   11,607

50 甲の浦トンネル上造成地 校庭（休・廃校） 30,000 － 無 無 30,000   30,000 30,000 30,000

51 名留川小学校 休校 校庭 校庭（休・廃校） 1,742 － 無 無 1,742   1,742 1,742 1,742

52 東洋町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 大規模駐車場 500 － 無 有 500   500 500

53 魚網干場 大規模駐車場 8,400 － 有 有 8,400   8,400 8,400

54 東洋町運動公園総合運動場ソフトボール場・野球場 運動公園 9,430 － 無 有 9,430   9,430 9,430 9,430

55 野根川河川敷 運動公園 3,800 － 無 無 3,800   3,800 3,800 3,800

56 押野地区農村公園 大規模公園 17,000 － 無 無 17,000   17,000 17,000 17,000

57 甲浦港 港 1,816 － 有 有   1,816

58 東洋町白浜海岸（ホワイトビーチホテル） 港 85,000 － 有 有   85,000

59 東洋町生見サーフビーチ 港 15,000 － 有 有   15,000

60 東洋町野根海浜 港 80,000 － 有 有   80,000

機能配置した施設・用地の面積合計 16,337 10,658.9 1,220.9 857.6 705 3,800 67,072 80,000

各機能の必要面積 Ｌ１ 1,500 3,600 210 100 1,196 1,646 24,500 22,409

 Ｌ２ 1,500 4,440 540 121 1,781 2,794 67,400 53,575

過不足面積 Ｌ１ 14,837 7,058.9 1,010.9 757.6 (491) 2,154 42,572 57,591

 Ｌ２ 14,837 6,218.9 680.9 736.6 (1,076) 1,006 (328) 26,425

機能名がゴシックとなっている機能は、本町内での確保が必要な機能 

津波浸水の有無が「有※」となっている施設については、１階部分をピロティ形式としているため、津波浸水想定区域内だが津波による影響は受けない 

  ：事前指定により施設に配置された機能              ：東洋町追加条件により機能配置不可とした機能 

  ：町内で確保する必要性のあるため配置した機能       

  ：人命に関する機能 

  ：必要時期により配置した機能              
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（４）【手順４】津波による調整 

１）津波による調整条件 

津波で浸水する施設・用地に以下の機能は配置できないため、津波浸水区域に位置する施設に配

置された機能の調整を行う。 

表 津波浸水区域内に配置できない機能 

津波浸水区域内に配置できない機能 

避難所、医療救護所、物資集積所、遺体検案・安置所 

２）津波による調整 

津波による影響による調整を行った結果は次頁のとおり。 
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表 施設・用地への機能配置 

No. 施設名称 施設類型 
施設面積 

（㎡） 
指定状況 

浸水の有無 機能 

Ｌ１ Ｌ２
応急救助機関

の活動拠点 
避難所 医療救護所 物資集積所 

遺体検案 

・安置所 
仮埋葬地 

応急仮設住宅

建設用地 

災害廃棄物 

仮置場 

1 甲浦小学校 校舎 校舎（学校） 1,107.8 
避難所

医療救護所 無 有 553.9 553.9   

2 甲浦中学校 校舎 校舎（学校） 455 避難所 有 有 455 455   

3 甲浦保育園 校舎（学校） 300 避難所 有 有 300 300   

4 野根小学校 校舎 校舎（学校） 1,108.8 避難所 無 有 1,108.8 1,108.8   

5 野根中学校 校舎 校舎（学校） 1,073.2 避難所 無 有 1,073.2 1,073.2   

6 銀杏保育園 校舎（学校） 300 避難所 無 有 300 300   

7 甲浦小学校 体育館 体育館（学校） 595 避難所 無 有 595 595 595  

8 甲浦中学校 体育館 体育館（学校） 295 避難所 有 有 295 295 295  

9 野根小学校 体育館 体育館（学校） 639 避難所 無 有 639 639 639  

10 野根中学校 体育館 体育館（学校） 661 避難所 無 有 661 661 661  

11 名留川小学校 休校 体育館 体育館（休・廃校） 217 － 無 無 217 217 217 217 

12 東洋町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 体育館（市町村立等） 705 － 無 有 705 705 705 705 

13 東洋町地域防災センター 体育館（市町村立等） 200 避難所 無 有※ 103 103 103 103 

14 甲浦東部長生会憩の家 公民館・集会所 120 避難所 有 有 120 120   

15 甲浦中町地区集会所 公民館・集会所 120 避難所 有 有 120 120   

16 甲浦西地区集会所 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

17 甲浦地区公民館 公民館・集会所 900 避難所 有 有 900 900   

18 白浜老人里の家 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

19 甲浦地区老人里の家 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

20 小池地区老人憩の家 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

21 ふれあい館なごみ 公民館・集会所 600 避難所 有 有 600 600   

22 河内地区老人憩の家 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

23 生見地区集会所 公民館・集会所 90 避難所 無 有 90 90   

24 東洋町町民会館 公民館・集会所 600 避難所 無 有 600 600   

25 東洋町地域福祉センター 公民館・集会所 300 
避難所

福祉避難所 無 有 300 300   

26 野根地区公民館 公民館・集会所 600 
避難所

医療救護所 無 有 300 300   

27 野根地区防災活動拠点施設 公民館・集会所 300 
避難所

医療救護所 無 有※ 150 150   

28 野根地区老人憩の家 公民館・集会所 90 避難所 無 無 90 90   

29 池第２地区集会所 公民館・集会所 90 避難所 無 有 90 90   

30 東町地区集会所 公民館・集会所 90 避難所 無 有 90 90   

31 文化会館 公民館・集会所 180 避難所 無 有 180 180   

32 浦地区集会所 公民館・集会所 60 避難所 無 有 60 60   

33 中村地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 有 45 45   

34 中島地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 有 45 45   

35 つづら地区集会所 公民館・集会所 30 避難所 無 無 30 30   

36 押野地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 無 45 45   

37 内田地区集会所 公民館・集会所 30 避難所 無 無 30 30   

38 名留川地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 無 45 45   

39 別役地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 無 45 45   

40 大斗地区集会所 公民館・集会所 30 避難所 無 無 30 30   

41 川口地区集会所 公民館・集会所 75 避難所 無 無 75 75   
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No. 施設名称 施設類型 
施設面積 

（㎡） 
指定状況 

浸水の有無 機能 

Ｌ１ Ｌ２
応急救助機関

の活動拠点 
避難所 医療救護所 物資集積所 

遺体検案 

・安置所 
仮埋葬地 

応急仮設住宅

建設用地 

災害廃棄物 

仮置場 

42 真砂瀬地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 無 45 45   

43 甲浦東地区防災備蓄倉庫 物流会社倉庫（民間） 18.9 － 無 無 18.9  

44 東洋町防災備蓄倉庫 物流会社倉庫（民間） 623.7 － 無 無 623.7  

45 野根地区防災備蓄倉庫 物流会社倉庫（民間） 215 － 無 無 215  

46 甲浦小学校 校庭 校庭 3,897 － 有 有 3,897   3,897

47 甲浦中学校 校庭 校庭 4,730 
応急救助機関の

活動拠点 有 有 4,730   4,730

48 野根小学校 校庭 校庭 6,549 － 無 有 6,549   6,549

49 野根中学校 校庭 校庭 11,607 
応急救助機関の

活動拠点 無 有 11,607   11,607

50 甲の浦トンネル上造成地 校庭（休・廃校） 30,000 － 無 無 30,000   30,000 30,000 30,000

51 名留川小学校 休校 校庭 校庭（休・廃校） 1,742 － 無 無 1,742   1,742 1,742 1,742

52 東洋町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 大規模駐車場 500 － 無 有 500   500 500

53 魚網干場 大規模駐車場 8,400 － 有 有 8,400   8,400 8,400

54 東洋町運動公園総合運動場ソフトボール場・野球場 運動公園 9,430 － 無 有 9,430   9,430 9,430 9,430

55 野根川河川敷 運動公園 3,800 － 無 無 3,800   3,800 3,800 3,800

56 押野地区農村公園 大規模公園 17,000 － 無 無 17,000   17,000 17,000 17,000

57 甲浦港 港 1,816 － 有 有   1,816

58 東洋町白浜海岸（ホワイトビーチホテル） 港 85,000 － 有 有   85,000

59 東洋町生見サーフビーチ 港 15,000 － 有 有   15,000

60 東洋町野根海浜 港 80,000 － 有 有   80,000

機能配置した施設・用地の面積合計 Ｌ１ 16,337 7,418.9 1,220.9 857.6 705 3,800 67,072 80,000

 Ｌ２ 16,337 688 367 857.6 0 3,800 67,072 80,000

各機能の必要面積 Ｌ１ 1,500 3,600 210 100 1,196 1,646 24,500 22,409

 Ｌ２ 1,500 4,440 540 121 1,781 2,794 67,400 53,575

過不足面積 Ｌ１ 14,837 3,818.9 1,010.9 757.6 (491) 2,154 42,572 57,591

 Ｌ２ 14,837 (3,752) (173) 736.6 (1,781) 1,006 (328) 26,425

機能名がゴシックとなっている機能は、本町内での確保が必要な機能 

機能名の枠が    となっている機能は、津波の浸水により配置できない機能 

津波浸水の有無が「有※」となっている施設については、１階部分をピロティ形式としているため、津波浸水想定区域内だが津波による影響は受けない 

  ：事前指定により施設に配置された機能              ：東洋町追加条件により配置不可とした機能 

  ：町内で確保する必要性のあるため配置した機能          ：Ｌ２地震の津波の影響により配置できなくなった機能（Ｌ１地震の場合は配置可能） 

  ：人命に関する機能                       ：Ｌ１・Ｌ２地震の津波の影響により配置できなくなった機能 

  ：必要時期により配置した機能              
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（５）【手順５】機能同士の隣接適否による調整 

１）隣接条件の設定 

県手順書表 18 機能同士の隣接適否による調整を行うにあたり、隣接条件の設定を以下のとおり

行った。 

【隣接条件の定義】 

１．同一敷地内にある施設・用地は隣接と判断とする。 

例１）○○小学校内にある体育館、校舎、校庭は隣接と判断とする。 

 

 

 

 

 例２）同一敷地内にある施設は隣接と判断する。 

 

 

 

２．併設する施設・用地は隣接と判断する。 

 

 

 

３．道路や緩衝帯等を隔てて位置する施設・用地は隣接と判断しない。 

例１）施設・用地間に道路や緑地帯等があれば隣接と判断しない。 

 

 

 例２）運動公園など広大な同一敷地内に複数の施設・用地があるが、施設・用地が園内道路や植樹帯

等で隔てて位置している場合は隣接と判断しない。 

 

 

 

 

４．施設・用地間に道路や緩衝帯等はないが、施設・用地の面積に対して配置する機能の必要面積が少

なく、施設・用地間に広大な空スペースが発生する場合は隣接と判断しない。 

 

 

 
 

隣接と判断する 

隣接と判断しない 

隣接と判断しない 

隣接と判断しない 

○○小学校敷地 

 体育館 

校 舎 

校 庭 

○○小学校敷地 ○○ｾﾝﾀｰ敷地 道
路

○○運動公園敷地 

 野球場 サッカー場
植
樹
帯

管
理
棟

園
内
道
路 

○○運動公園敷地 

野球場 サッカー場

必要面積
管
理
棟 

敷地 

 ○○ｾﾝﾀｰ ○○ﾌﾟﾗｻﾞ
隣接と判断する 

○○小学校敷地 ○○ｾﾝﾀｰ敷地 隣接と判断する 
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５．上記３～４の場合であっても、同一敷地内に避難所機能と犠牲者に関する機能である遺体検案・安

置所や仮埋葬地を配置した場合は、被災者感情への配慮が必要なため、道路や緩衝帯を隔てて位置し

ていても隣接と判断する。 

  また、災害廃棄物仮置場についても、衛生上の配慮から同様に隣接と判断する。 

 例１）○○小学校敷地内に避難所機能を配置しているため、隣接と判断する。 

 

 

例２）管理棟に避難所機能を配置しているため、管理棟と野球場は隣接と判断する。 

 

 

 

 

 

６．平面的には隣接しているが、敷地同士に高低差がある場合は隣接と判断しない。 

 

 

 

 

２）隣接による機能再配置検討の可能性のある施設の抽出 

「１）隣接条件の設定」で設定した隣接条件に基づき、隣接による機能再配置検討の可能性のあ

る施設・用地の抽出を行った。 

表 隣接による機能再配置検討の可能性のある施設・用地 

施設・用地名 隣接する施設・用地概要 配置した機能 理由 

甲浦小学校 

体育館 避難所 

同一敷地内に複数の施設あり 校舎 避難所、医療救護所 

校庭 （配置なし） 

甲浦中学校 

体育館 避難所 

同一敷地内に複数の施設あり 校舎 避難所 

校庭 応急救助機関の活動拠点

野根小学校 

体育館 避難所 

同一敷地内に複数の施設あり 校舎 避難所 

校庭 （配置なし） 

野根中学校 

体育館 避難所 

同一敷地内に複数の施設あり 校舎 避難所 

校庭 応急救助機関の活動拠点

名留川小学校 
（休校） 

体育館 医療救護所 
同一敷地内に複数の施設あり 

校庭 応急仮設住宅建設用地 

東洋町Ｂ＆Ｇ海洋
センター体育館 

体育館 （配置なし※） 
同一敷地内に複数の施設あり 
※体育館は、津波による影響で、
Ｌ１、Ｌ２地震ともに機能配置
不可のため隣接なし 

大規模駐車場 応急仮設住宅建設用地 

隣接と判断する 

隣接と判断する 

（野球場と管理棟） 

○○小学校敷地 
避難所機能 

○○ｾﾝﾀｰ敷地 道
路 

○○運動公園敷地 

 野球場 サッカー場
植
樹
帯

管
理
棟 

避
難
所
機
能

園
内
道
路 

野球場 

サッカー場 

高
低
差

隣接と判断しない 
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３）機能同士の隣接適否による調整 

県手順書表 18 機能同士の隣接適否に基づき、「２）隣接による機能再配置検討の可能性のあ

る施設の抽出」で抽出した施設の隣接適否の確認を行った結果、甲浦中学校と野根中学校の体育

館と校舎に配置した避難所機能と校庭に配置した応急救助機関の活動拠点が、隣接はできるだけ

避けるべきとなっていたが、いずれの機能も事前に指定された機能であったたため、そのまま配

置することとした。 

また、名留川小学校（休校）の体育館に配置した医療救護所機能と校庭に配置した応急仮設住

宅建設用地機能が隣接可能であった。 

表 県手順書表 18 機能同士の隣接適否 

  
応急救助 
機関の 
活動拠点 

避難所 
・医療 
救護所 

物資 
集積所 

遺体検案
・安置所

仮埋葬地
応急仮設 
住宅建設 
用地 

災害 
廃棄物 
仮置場 

応急救助 
機関の 
活動拠点 

  △ ○ × × ○ × 

避難所 
・医療 
救護所 

△   △ × × ○ × 

物資 
集積所 

○ △   × × ○ × 

遺体検案 
・安置所 

× × ×   ○ × × 

仮埋葬地 × × × ○   × × 

応急仮設 
住宅建設 
用地 

○ ○ ○ × ×   × 

災害 
廃棄物 
仮置場 

× × × × × ×   

○：隣接可能、△：隣接はできるだけ避けるべき、×：隣接不可能 
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表 隣接する施設・用地の隣接適否確認結果 

施設・用地名 隣接する施設・用地概要 配置した機能 確認結果 

甲浦小学校 

体育館 避難所 

避難所同士及び避難所と医療救

護所は隣接可能 
校舎 避難所、医療救護所 

校庭 （配置なし） 

甲浦中学校 

体育館 避難所 
避難所同士は隣接可能 

避難所と応急救助機関の活動拠

点は「隣接はできるだけ避けるべ

き」となっているが、いずれの機

能も事前に指定された機能のた

め、機能をそのまま配置 

校舎 避難所 

校庭 応急救助機関の活動拠点

野根小学校 

体育館 避難所 

避難所同士は隣接可能 校舎 避難所 

校庭 （配置なし） 

野根中学校 

体育館 避難所 
避難所同士は隣接可能 

避難所と応急救助機関の活動拠

点は「隣接はできるだけ避けるべ

き」となっているが、いずれの機

能も事前に指定された機能のた

め、機能をそのまま配置 

校舎 避難所 

校庭 応急救助機関の活動拠点

名留川小学校 
（休校） 

体育館 医療救護所 
医療救護所と応急仮設住宅建設

用地は隣接可能 校庭 応急仮設住宅建設用地 
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表 施設・用地への機能配置 

No. 施設名称 施設類型 
施設面積 

（㎡） 
指定状況 

浸水の有無 機能 

Ｌ１ Ｌ２
応急救助機関

の活動拠点 
避難所 医療救護所 物資集積所 

遺体検案 

・安置所 
仮埋葬地 

応急仮設住宅

建設用地 

災害廃棄物 

仮置場 

1 甲浦小学校 校舎 校舎（学校） 1,107.8 
避難所

医療救護所 無 有 553.9 553.9   

2 甲浦中学校 校舎 校舎（学校） 455 避難所 有 有 455 455   

3 甲浦保育園 校舎（学校） 300 避難所 有 有 300 300   

4 野根小学校 校舎 校舎（学校） 1,108.8 避難所 無 有 1,108.8 1,108.8   

5 野根中学校 校舎 校舎（学校） 1,073.2 避難所 無 有 1,073.2 1,073.2   

6 銀杏保育園 校舎（学校） 300 避難所 無 有 300 300   

7 甲浦小学校 体育館 体育館（学校） 595 避難所 無 有 595 595 595  

8 甲浦中学校 体育館 体育館（学校） 295 避難所 有 有 295 295 295  

9 野根小学校 体育館 体育館（学校） 639 避難所 無 有 639 639 639  

10 野根中学校 体育館 体育館（学校） 661 避難所 無 有 661 661 661  

11 名留川小学校 休校 体育館 体育館（休・廃校） 217 － 無 無 217 217 217 217 

12 東洋町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 体育館（市町村立等） 705 － 無 有 705 705 705 705 

13 東洋町地域防災センター 体育館（市町村立等） 200 避難所 無 有※ 103 103 103 103 

14 甲浦東部長生会憩の家 公民館・集会所 120 避難所 有 有 120 120   

15 甲浦中町地区集会所 公民館・集会所 120 避難所 有 有 120 120   

16 甲浦西地区集会所 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

17 甲浦地区公民館 公民館・集会所 900 避難所 有 有 900 900   

18 白浜老人里の家 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

19 甲浦地区老人里の家 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

20 小池地区老人憩の家 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

21 ふれあい館なごみ 公民館・集会所 600 避難所 有 有 600 600   

22 河内地区老人憩の家 公民館・集会所 90 避難所 有 有 90 90   

23 生見地区集会所 公民館・集会所 90 避難所 無 有 90 90   

24 東洋町町民会館 公民館・集会所 600 避難所 無 有 600 600   

25 東洋町地域福祉センター 公民館・集会所 300 
避難所

福祉避難所 無 有 300 300   

26 野根地区公民館 公民館・集会所 600 
避難所

医療救護所 無 有 300 300   

27 野根地区防災活動拠点施設 公民館・集会所 300 
避難所

医療救護所 無 有※ 150 150   

28 野根地区老人憩の家 公民館・集会所 90 避難所 無 無 90 90   

29 池第２地区集会所 公民館・集会所 90 避難所 無 有 90 90   

30 東町地区集会所 公民館・集会所 90 避難所 無 有 90 90   

31 文化会館 公民館・集会所 180 避難所 無 有 180 180   

32 浦地区集会所 公民館・集会所 60 避難所 無 有 60 60   

33 中村地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 有 45 45   

34 中島地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 有 45 45   

35 つづら地区集会所 公民館・集会所 30 避難所 無 無 30 30   

36 押野地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 無 45 45   

37 内田地区集会所 公民館・集会所 30 避難所 無 無 30 30   

38 名留川地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 無 45 45   

39 別役地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 無 45 45   

40 大斗地区集会所 公民館・集会所 30 避難所 無 無 30 30   
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No. 施設名称 施設類型 
施設面積 

（㎡） 
指定状況 

浸水の有無 機能 

Ｌ１ Ｌ２
応急救助機関

の活動拠点 
避難所 医療救護所 物資集積所 

遺体検案 

・安置所 
仮埋葬地 

応急仮設住宅

建設用地 

災害廃棄物 

仮置場 

41 川口地区集会所 公民館・集会所 75 避難所 無 無 75 75   

42 真砂瀬地区集会所 公民館・集会所 45 避難所 無 無 45 45   

43 甲浦東地区防災備蓄倉庫 物流会社倉庫（民間） 18.9 － 無 無 18.9  

44 東洋町防災備蓄倉庫 物流会社倉庫（民間） 623.7 － 無 無 623.7  

45 野根地区防災備蓄倉庫 物流会社倉庫（民間） 215 － 無 無 215  

46 甲浦小学校 校庭 校庭 3,897 － 有 有 3,897   3,897

47 甲浦中学校 校庭 校庭 4,730 
応急救助機関の

活動拠点 有 有 4,730   4,730

48 野根小学校 校庭 校庭 6,549 － 無 有 6,549   6,549

49 野根中学校 校庭 校庭 11,607 
応急救助機関の

活動拠点 無 有 11,607   11,607

50 甲の浦トンネル上造成地 校庭（休・廃校） 30,000 － 無 無 30,000   30,000 30,000 30,000

51 名留川小学校 休校 校庭 校庭（休・廃校） 1,742 － 無 無 1,742   1,742 1,742 1,742

52 東洋町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 大規模駐車場 500 － 無 有 500   500 500

53 魚網干場 大規模駐車場 8,400 － 有 有 8,400   8,400 8,400

54 東洋町運動公園総合運動場ソフトボール場・野球場 運動公園 9,430 － 無 有 9,430   9,430 9,430 9,430

55 野根川河川敷 運動公園 3,800 － 無 無 3,800   3,800 3,800 3,800

56 押野地区農村公園 大規模公園 17,000 － 無 無 17,000   17,000 17,000 17,000

57 甲浦港 港 1,816 － 有 有   1,816

58 東洋町白浜海岸（ホワイトビーチホテル） 港 85,000 － 有 有   85,000

59 東洋町生見サーフビーチ 港 15,000 － 有 有   15,000

60 東洋町野根海浜 港 80,000 － 有 有   80,000

機能配置した施設・用地の面積合計 Ｌ１ 16,337 7,418.9 1,220.9 857.6 705 3,800 67,072 80,000

 Ｌ２ 16,337 688 367 857.6 0 3,800 67,072 80,000

各機能の必要面積 Ｌ１ 1,500 3,600 210 100 1,196 1,646 24,500 22,409

 Ｌ２ 1,500 4,440 540 121 1,781 2,794 67,400 53,575

過不足面積 Ｌ１ 14,837 3,818.9 1,010.9 757.6 (491) 2,154 42,572 57,591

 Ｌ２ 14,837 (3,752) (173) 736.6 (1,781) 1,006 (328) 26,425

機能名がゴシックとなっている機能は、本町内での確保が必要な機能 

機能名の枠が    となっている機能は、津波の浸水により配置できない機能 

津波浸水の有無が「有※」となっている施設については、１階部分をピロティ形式としているため、津波浸水想定区域内だが津波による影響は受けない 

  ：事前指定により施設に配置された機能              ：東洋町追加条件により機能配置不可とした機能                           

  ：町内で確保する必要性のあるため配置した機能          ：Ｌ２地震の津波の影響により配置できなくなった機能（Ｌ１地震の場合は配置可能） 

  ：人命に関する機能                       ：Ｌ１・Ｌ２地震の津波の影響により配置できなくなった機能 

  ：必要時期により配置した機能                   
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（６）【手順６】時系列での調整 

時間の経過により、必要面積が変化（減少）する機能や、一定期間が経過し、施設・用地の利用が終

了したものについては、別の用途への転用や、複数機能を同一施設・用地に同居することが可能となる。 

そこで、以下の各機能の配置期間に基づき、機能配置した施設・用地について時系列での配置を行っ

た。 

表 各機能の配置期間 

機能 施設の種類 開始時期 終了時期 

応急救助機関の活動拠点 － ６時間後 12 週間後 

避難所 校舎（学校） ６時間後 ４週間後 

  体育館（学校） ６時間後 12 週間後 

  体育館（市町村立等） ６時間後 
６ヶ月後 

（避難者が解消するまで） 

 
公民館・集会所 ６時間後 

６ヶ月後 
（避難者が解消するまで） 

医療救護所 － ６時間後 ４週間後 

物資集積所 － ６時間後 
６ヶ月後 

（避難所が閉鎖するまで） 

遺体検案・安置所 － ６時間後 12 週間後 

仮埋葬地 － ８日後 ２年※ 

応急仮設住宅建設用地 － ３週間後 ５年 

災害廃棄物仮置場 － ３週間後 ３年 

 ※東日本大震災では仮埋葬地の期限は２年で予定していたが、１年を待たずして用地の使用を終えた事例がある。 

表 各機能の状況 

機能 機能配置の状況 
面積（㎡） 

地震 
規模 

必要 
面積 

配置 
面積 

過不足
面積 

応急救助機関の 

活動拠点 

配置した用地の面積で、必要面積を充足して

いる。 

Ｌ１ 1,500 16,337 14,837

Ｌ２ 1,500 16,337 14,837

避難所 
Ｌ１地震時は、配置した施設の面積で必要面

積を充足している。 

Ｌ１ 3,600 7,419 3,819

Ｌ２ 4,440 688 (3,752)

医療救護所 
Ｌ１地震時は、配置した施設の面積で必要面

積を充足している。 

Ｌ１ 210 1,221 1,011

Ｌ２ 540 367 (173)

物資集積所 
配置した用地の面積で、必要面積を充足して

いる。 

Ｌ１ 100 858 758

Ｌ２ 121 858 737

遺体検案・安置所 
配置した施設の面積では、必要面積を充足で

きない。 

Ｌ１ 1,196 705 (491)

Ｌ２ 1,781 0 (1,781)

仮埋葬地 
配置した用地の面積で、必要面積を充足して

いる。 

Ｌ１ 1,646 3,800 2,154

Ｌ２ 2,794 3,800 1,006

応急仮設住宅 

建設用地 

Ｌ１地震時は、配置した施設の面積で必要面

積を充足している。 

Ｌ１ 24,500 67,072 42,572

Ｌ２ 67,400 67,072 (328)

災害廃棄物 

仮置場 

配置した用地の面積で、必要面積を充足して

いる。 

Ｌ１ 22,409 80,000 57,591

Ｌ２ 53,575 80,000 26,425

 ※避難所の必要面積は、最大となる災害発生１週間後の面積 
※物資集積所の必要面積は、一時保管施設（屋内）の面積 
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１）避難所、医療救護所（Ｌ２） 

避難所、医療救護所の機能を有する施設には、町内では校舎（学校）、体育館（学校）、体育館（休・

廃校）、体育館（市町村立等）、公民館・集会所が該当するが、町内の校舎（学校）、体育館（学校）、

公民館・集会所は全て避難所に指定されている。 

また、それ以外の避難所、医療救護所の機能を有する町内の施設は下表のとおりであるが、名留

川小学校（休校）体育館と東洋町地域防災センターには当初から避難所もしくは医療救護所機能が

配置されており、東洋町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館ではＬ２地震発生時に津波による浸水が発生す

るため機能の配置は不可能である。 

そのため、時系列の調整による不可能であった。 

表 避難所、医療救護所の機能を有する施設（校舎（学校）、体育館（学校）、公民館・集会所を除く） 

 施設類型 Ｎｏ. 施設名 配置済の機能 備考 

屋
内 

体育館（休・廃校） 11 名留川小学校 休校 体育館 医療救護所  

体育館 12 東洋町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 － 津波浸水あり 

（市町村立等） 13 東洋町地域防災センター 避難所  

２）遺体検案・安置所（Ｌ１・Ｌ２） 

遺体検案・安置所の機能を有する施設には、町内では体育館（休・廃校）である名留川小学校（休

校）体育館と体育館（市町村立等）である東洋町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館が該当するが、名留川

小学校（休校）体育館には追加条件として遺体検案・安置所機能を配置不可としている。また、東

洋町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館には当初から遺体検案・安置所機能を配置しているため、時系列調

整による機能配置は不可能であった。 

３）応急仮設住宅建設用地（Ｌ２） 

応急仮設住宅建設用地の機能を有する施設は、町内では校庭、校庭（休・廃校）、大規模駐車場、

運動公園が該当するが、以下の調整の結果、時系列の調整による不可能であった。 

① 校庭 

校庭には追加条件として機能配置不可としたため、機能配置は不可能である。 

② 校庭（休・廃校） 

校庭（休・廃校）である名留川小学校（休校）には当初から応急仮設住宅建設用地機能を配置

しているため、時系列調整による機能配置は不可能である。 

③ 大規模駐車場 

大規模駐車場である東洋町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館駐車場と魚網干し場には当初から応急仮

設住宅建設用地機能を配置しているため、時系列調整による機能配置は不可能である。 
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④ 運動公園 

応急仮設住宅建設用地以外の機能が配置された運動公園である野根川河川敷には仮埋葬地機能

を配置しているが、仮埋葬地の配置開始は災害発生８日後で終了が６ヶ月後であり、応急仮設住

宅建設用地機能の配置期間と重複するため、機能配置は不可能である。 

表 機能の配置期間 

機能 

フェーズ 

１ ２ ３ ４ 以降 

６ｈ ２ｄ ３ｄ ４ｄ～14ｄ ３ｗ ４ｗ ５ｗ～12ｗ ４ｍ～６ｍ 

仮埋葬地 
        

応急仮設

住宅建設

用地 

        

４）時系列での調整結果 

１）～３）で実施した調整結果に基づき作成した各機能の時系列調整表を次頁以降に示す。 

   

 

仮埋葬地機能

応急仮設住宅建設用地 
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表 時系列調整表（Ｌ１）公共施設・用地のみ 
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表 時系列調整表（Ｌ２）公共施設・用地のみ 
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（７）機能の過不足判定 

結果として不足した機能は次頁のとおり。 
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表 機能の過不足判定（Ｌ１）公共施設・用地のみ 
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表 機能の過不足判定（Ｌ２）公共施設・用地のみ  
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３．民間施設・用地を含めた利用調整・利用競合 

（１）【手順７】民間施設・用地利用の検討 

１）各施設の機能配置の可能性整理 

第１章で抽出した民間施設・用地について、設定した施設類型と県手順書表 14 施設選定の適性

度に基づき、設定可能な機能を整理した。 

抽出した全民間施設・用地の施設類型が農地・空地（民間）のため、配置可能な機能は災害廃棄

物仮置場機能のみであった。 

表 県手順書表 14 施設選定の適性度【全体とりまとめ】 

公共施設・用地 

機  能 

応急救助
機関の 

活動拠点 

避難所 
・医療 
救護所 

物資 
集積所 

遺体検案
・安置所

仮埋葬地 
応急仮設
住宅建設

用地 

災害 
廃棄物 
仮置場 

屋
内 

校舎（学校）   Ａ           

校舎（休・廃校）   Ｂ Ｃ Ａ       

体育館（学校）   Ａ Ｂ         

体育館（休・廃校）   Ｂ Ｃ Ａ       

体育館（市町村立等）   Ｂ Ｃ Ａ       

公民館・集会所   Ａ           

物資会社倉庫（民間）     Ａ         

斎場・葬祭施設       Ａ       

屋
外 

校庭 Ａ         Ｂ   

校庭（休・廃校） Ｃ       Ａ Ｄ Ｂ 

大規模駐車場 Ｂ         Ｃ Ａ 

運動公園 Ｃ       Ａ Ｄ Ｂ 

大規模公園 Ｃ       Ａ Ｄ Ｂ 

農地・空地（民間）             Ａ 

港             Ａ 

墓地         Ａ     
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２）民間施設・用地も含めた機能配置の調整 

公共施設・用地の配置だけでは必要面積を確保できない機能は以下のとおりであったが、配置可

能な民間施設・用地の配置可能な災害廃棄物仮置場機能はなかった。 

また、災害廃棄物仮置場機能を配置している施設は東洋町野根海浜であり、施設類型は港として

いる。港に配置可能な機能は災害廃棄物仮置場しかないため、東洋町野根海浜への機能配置を変更

することによる配置調整は不可能であった。 

表 不足する機能 

機能 
地震 

規模 

必要面積 

（㎡） 

配置面積 

（㎡） 

不足面積 

（㎡） 
不足期間 

避難所 Ｌ２ 4,440 688 3,752 災害発生６時間後～７日後 

  3,930 688 3,242 災害発生８日後～４週間後 

  1,740 688 1,052 災害発生５週間後～６ヶ月後 

医療救護所 Ｌ２ 540 367 173 機能配置が必要な全期間 

遺体検案・安置所 Ｌ１ 1,196 705 491 機能配置が必要な全期間 

 Ｌ２ 1,781 0 1,781 機能配置が必要な全期間 

応急仮設住宅建設用地 Ｌ２ 67,400 65,330 2,070 機能配置が必要な全期間 

表 東洋町野根海浜に配置可能な機能 

公共施設・用地 

機  能 

応急救助
機関の 

活動拠点 

避難所 
・医療 
救護所 

物資 
集積所 

遺体検案
・安置所

仮埋葬地 
応急仮設
住宅建設

用地 

災害 
廃棄物 
仮置場 

屋
外 

港             Ａ 
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４．配置を検討するべきその他の機能 

（１）災害ボランティアセンター 

災害ボランティアセンターについては、東洋町社会福祉協議会内に設置する。 

（２）ライフライン機関の資機材保管場所 

ライフライン機関の資機材保管場所については、応急救助機関の活動拠点機能を配置した甲浦中学校

及び野根中学校の校庭の合計面積（16,337 ㎡）が、応急救助機関の活動拠点として必要な面積（1,500

㎡）を大幅に上回っているため、甲浦中学校及び野根中学校の校庭の一部を、ライフライン機関の資機

材保管場所とする。 

表 各機能の状況 

機能 機能配置した施設・用地 
面積（㎡） 

地震 
規模 

必要 
面積 

配置 
面積 

過不足
面積 

応急救助機関の 

活動拠点 

甲浦中学校 校庭 

野根中学校 校庭 

Ｌ１ 1,500 16,337 14,837

Ｌ２ 1,500 16,337 14,837
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第５章 取りまとめ 

 

１．全体の配置状況 

検討結果を踏まえ、各フェーズ（１～４とそれ以降の５種類）で全体の機能配置状況がわかるよう、

Ｌ１、Ｌ２地震別に全体配置図を作成した。 

表 フェーズの期間 

 フェーズ 

 １ ２ ３ ４ それ以降 

期間 

（災害発生後） 
～６時間後 ～３日後 ～14 日後 ～４週間後 ～６ヶ月後 
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図 全体配置図（フェーズ１：Ｌ１地震） 
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図 全体配置図（フェーズ２：Ｌ１地震） 
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図 全体配置図（フェーズ３：Ｌ１地震） 
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図 全体配置図（フェーズ４：Ｌ１地震） 
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図 全体配置図（それ以降：Ｌ１地震） 
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図 全体配置図（フェーズ１：Ｌ２地震） 
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図 全体配置図（フェーズ２：Ｌ２地震） 
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図 全体配置図（フェーズ３：Ｌ２地震） 
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図 全体配置図（フェーズ４：Ｌ２地震） 
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図 全体配置図（それ以降：Ｌ２地震） 
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２．施設状況カルテ 

機能を配置する施設・用地を対象に、施設状況カルテを作成し、周辺の状況、施設概要、想定用途（期

間含む）などの情報を１枚に取りまとめた。 
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第６章 今後に向けて 

 

１．配置面積が不足する機能について 

（１）検討課題 

配置面積が不足する機能は以下のとおりＬ１地震時で１機能、Ｌ２地震時で４機能あり、町内での確

保が必要な機能である医療救護所機能と遺体検案・安置所機能も不足していた。 

配置面積が不足する要因としては、町内にある施設数が不足していることであり、更なる機能配置可

能な施設・用地のリストアップが必要である。 

表 配置面積が不足する機能 

 機 能 
配置面積

（㎡） 

必要面積

（㎡） 

不足面積

（㎡） 
原 因 

Ｌ１ 遺体検案・安置所 705 1,196 491 配置可能な施設数が少ない。 

Ｌ２ 避難所 688 4,440 3,752
津波浸水の影響により、機能配置

が可能な施設数が減少した。 

 医療救護所 367 540 173
津波浸水の影響により、機能配置

が可能な施設数が減少した。 

 遺体検案・安置所 0 1,781 1,781

配置可能な施設数が少ないうえ、

津波浸水の影響により、機能配置

が可能な施設数が減少した。 

 応急仮設住宅建設用地 67,072 67,400 328 配置可能な施設数が少ない。 

※機能名がゴシックとなっている機能は、町内での確保が必要な機能 
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（２）機能別の課題解決の方向性 

１）課題解決の方向性 

配置面積が不足する各機能の課題解決に向けた方向性は以下のとおりである。 

表 課題解決に向けた方向性 

 方 向 性 概 要 

① 広域調整による配置面積の確保 

県手順書において広域調整が可能な避難所機能と応急

仮設住宅建設用地機能のうち、避難所機能は以下の理由

により広域調整が困難なため、応急仮設住宅建設用地機

能について広域調整により必要面積を確保する。 

② 
機能配置済施設・用地の余剰スペースの

活用 

応急期機能の中には、必要面積に対して配置面積に余

剰のある機能があるため、隣接条件等を考慮した余剰ス

ペースの活用について検討を行い、活用可能な機能があ

る場合には機能を配置し、必要面積を確保する。 

③ 国・県管理の施設・用地の更なる活用 

 国や県に対してヒアリング等を行い、機能配置が可能

な国・県管理の施設・用地の更なるリストアップを行う

とともに、機能の再配置を行い、必要面積を確保する。

④ 民間施設・用地の活用 

 本計画でリストアップしていない民間施設・用地の活

用について検討を行い、活用可能な施設との協定締結等

が可能な場合には機能を配置し、必要面積を確保する。

⑤ 津波浸水想定区域外への町有施設の新設

浸水想定区域内に配置できない機能のために津波浸水

想定区域外に新たに公共施設の新設を行い、必要面積を

確保する。 

 

【避難所機能の広域調整が困難な理由】 

本町から他市町村へ移動する場合には国道 55 号を利用しなければならないが、「高知県道路啓開計

画（平成 28 年２月）高知県道路啓開計画作成検討協議会」では、津波により被災する国道 55 号の道

路啓開に必要な日数は３日を越えると想定されている。 

避難所機能の配置開始時期は災害発生６時間後となっているが、他市町村への移動は災害発生３日

以降となることから、広域調整による配置面積の確保は困難である。 

表 配置面積が不足する機能の配置期間 

機能 施設の種類 開始時期 終了時期 

避難所 校舎（学校） ６時間後 ４週間後 

  体育館（学校） ６時間後 12 週間後 

  体育館（市町村立等） ６時間後 
６ヶ月後 

（避難者が解消するまで） 

 
公民館・集会所 ６時間後 

６ヶ月後 
（避難者が解消するまで） 

医療救護所 － ６時間後 ４週間後 

遺体検案・安置所 － ６時間後 12 週間後 

応急仮設住宅建設用地 － ３週間後 ５年 
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２）機能別課題解決手順 

１）に示した課題解決に向けた方向性Ⅰ～Ⅴを、配置面積が不足する各機能に対し、方向性を検

討すべき手順に沿って以下のとおり設定した。 

表 配置面積が不足する機能の課題解決に向けた方向性と検討手順 

機能 
地震 

規模 
方向性と検討手順 備考 

遺体検案・安置所 
Ｌ１ 

Ｌ２ 

③国・県管理の施設・用地の更なる活用 

         ↓ 

⑤津波浸水想定区域外への町有施設の新設 

 

避難所 Ｌ２ 

③国・県管理の施設・用地の更なる活用 

         ↓ 

④民間施設・用地の活用 

         ↓ 

⑤津波浸水想定区域外への町有施設の新設 

④については、宿

泊施設等の活用を

想定 

医療救護所 Ｌ２ 

②機能配置済施設・用地の余剰スペースの活用 

         ↓ 

③国・県管理の施設・用地の更なる活用 

         ↓ 

④民間施設・用地の活用 

         ↓ 

⑤津波浸水想定区域外への町有施設の新設 

②については、物

資集積所機能の余

剰スペースの活用

を想定 

応急仮設住宅建設用地 Ｌ２ 

①広域調整による配置面積の確保 

         ↓ 

②機能配置済施設・用地の余剰スペースの活用 

         ↓ 

③国・県管理の施設・用地の更なる活用 

         ↓ 

④民間施設・用地の活用 

         ↓ 

⑤津波浸水想定区域外への町有施設の新設 

②については、応

急救助機関の活動

拠点の余剰スペー

スの活用を想定 

 

④については、宿

泊施設等の活用を

想定 

※機能名がゴシックとなっている機能は、町内での確保が必要な機能 
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２．施設の耐震性について 

（１）検討課題 

リストアップした公共施設のうち、以下の施設は耐震性が無いもしくは不明であり、本計画ではその

施設に避難所機能や遺体検案・安置所機能を配置しており、それら施設が地震により倒壊した場合には、

機能配置面積が減少することになる。 

また、平成 28 年４月に発生した熊本地震のように、震度７の地震が２度発生し、２度目の地震で施

設が倒壊した場合、避難所であれば施設の倒壊による避難者への二次災害の発生、遺体検案・安置所で

あれば遺体上への施設倒壊の発生が起こることになる。 

そのため、耐震性の無いもしくは不明の公共施設の耐震性を確保する、もしくは耐震性のある代替施

設を確保することが必要である。 

表 耐震性の無いもしくは不明な公共施設 

施設名 耐震性 配置した機能 津波浸水の有無 

甲浦保育園 無 避難所 有（Ｌ１、Ｌ２）

銀杏保育園 無 避難所 有（Ｌ２） 

甲浦中学校 体育館 無 避難所 有（Ｌ１、Ｌ２）

名留川小学校 休校 体育館 無 遺体検案・安置所 無 

東洋町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 無 遺体検案・安置所 有（Ｌ２） 

甲浦東部長生会憩の家 不明 避難所 有（Ｌ１、Ｌ２）

甲浦地区公民館 無 避難所 有（Ｌ１、Ｌ２）

白浜老人里の家 不明 避難所 有（Ｌ１、Ｌ２）

ふれあい館なごみ 無 避難所 有（Ｌ１、Ｌ２）

野根地区公民館 不明 避難所 有（Ｌ２） 

 

（２）機能別の課題解決の方向性 

耐震性の確保に向けた方向性と検討手順は以下のとおりである。 

表 耐震性の確保に向けた方向性と検討手順 

検討手順 方 向 性 概 要 

① 耐震診断の早期実施 
耐震性の不明な施設については耐震診断を実施し、耐震

性の有無を確認する。 

② 耐震改修の早期実施 
耐震性の無い施設については耐震改修を実施し、耐震性

を確保する。 

③ 耐震化された民間施設の活用 

 耐震性が確保された民間施設の活用について検討を行

い、活用可能な施設との協定締結等が可能な場合には機能

を配置する。 

④ 町有施設の新設 新たに町有施設の新設を行い、機能を配置する。 



 

 

 


